
11月4日（火）、国土交通省航空局にて第２回客室乗務員の疲労管理
に関する検討会（第１回はNEWS EXPRESS 27-09を参照）が開催され、
航空連合から小林 茜 会長と松橋 美和 副会長（航空安全委員長）が
出席し、現在の検討内容に対する意見を伝えました。
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～機内休息時間の確保を基本とすべき！～

客室乗務員の疲労管理に関する論点に対して意見表明！

坂元 慎平

航空連合の考え方を説明する小林会長（前列左から２人目。その左は松橋副会長）

＜航空連合の考え方＞
論点①勤務時間を延長する条件となる基準
・機内における休息時間が基準化されている欧州を参考に検討すべき。
・機内休息時の設備環境は着実に整備していくことを基本とすべき。

論点②連続24時間以内における最大乗務時間の設定
・欧州基準や本邦各社の勤務時間に基づく現行規定（乗務時間の設定
なし）を踏まえて検討すべき。
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